
平成３０年度集団指導資料［島根県］

在宅サービス関係Ⅱ
報酬改定関係

１．基本報酬の上乗せ（各サービス別）

２．新加算（特定処遇改善加算）

その他

１．３月時点の規模確認・加算要件の
確認

２．関係法令等の情報収集について

３．情報提供（介護保険最新情報に

よるＨ３０改定関係Ｑ＆Ａの追加）

実地指導関係

１．平成３０年度実施指導等における
主な指摘事項

２．指導監査制度について

基準改正関係

１．添付書類の簡素化について

２．重要事項説明書への第三者評価情
報の記載について



実地指導関係

１．平成３０年度実地指導等における指摘事項

区分 内 容 資料編ページ 他

内容及び手続の説明と同意
（重要事項説明書）

◇重要事項説明書の記載内容に誤りがある。
（介護報酬額の誤りや、旧介護予防訪問介護・通所介護の記載）

◆第三者評価の実施状況が記載されていない。
１

居宅サービス等の取扱方針
（サービスの質の評価）

◇自己評価の結果に基づく改善を行っていない。
（業務上の留意事項を踏まえた評価表の作成、職員間共有等） １

運営規程の作成
重要事項の掲示

◇記載内容が不十分である。（職種ごとの員数の明示等） １・２

勤務体制の確保等
◇同一事業所や併設する他の事業所との兼務職員について、勤
務実績が事業所ごとに区分されていない。 １

秘密保持等
（個人情報利用の同意）

◇本人・家族の情報を利用するための家族の同意を得ていない。
または家族の同意欄を設けていない。 ２

変更届
（職種員数の変更）

◇運営規程の変更（１０日以内に届出）のうち、従業者の職種・員
数及び職務の内容の変更は、４月の配置状況を前年度４月と比較
（＝確認行為）し、増減がある場合に５月末までに届け出ていない。

２

主な指摘事項 ◇指摘件数の多かったもの、◆昨年度にはなかった指摘内容を掲載しますので、役員や管理者等
の責任において定期的に自己点検を行い、必要な対応を行ってください。

※その他の指摘事項は、資料編の記載を参照してください
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実地指導関係

１．平成３０年度実地指導等における指摘事項

区分 内 容 資料編ページ 他

業務管理体制の届出
◇代表者、法令遵守責任者、法人所在地の変更の届出がない。

◆法人の所在地に変更があったにも関わらず、変更の届け出を
行っていない。 （届出は法人単位で必要）

２

個別サービス計画の作成
（訪問入浴介護を除く）

◇個別サービス計画の作成に当たり、利用者についてのアセスメ
ントの記録や、目標等の記録の一部がない利用者ファイルがある。

◇サービス提供前に作成していない。サービス内容の変更が計画
に反映されていない。実施状況や評価について、利用者・家族へ
説明していない。

３

介護職員処遇改善加算
◆介護職員の資質向上支援計画の策定や、当該計画に基づく研
修が適切に実施されていない。

４

【訪問介護】
サービス提供責任者の配置

◆サービス提供責任者について、当該事業所の管理者との兼務
は可能だが、それに加えて併設事業所の管理者は兼務できない
にもかかわらず、勤務実態として兼務が疑われる事例があった。

（訪問介護の手
引5～13頁）

【訪問看護】
20分未満の訪問看護

◆２０分未満の訪問看護が、短時間かつ頻回な医療処置等が必
要な利用者に対するものとして計画され、２０分以上の保健師又は
看護師による訪問看護を週一回以上含むものとなっていない。

（訪問看護の手
引60頁）

主な指摘事項

2



基準改定関係

3

（１）居宅系サービスにおける指導検査根拠

介護保険法 第24条 「帳簿書類の提示等」
第76条 「報告等」指定居宅サービス事業
第115条の7 「報告等」指定介護予防サービス事業
第115条の33 「報告等」業務管理体制の整備等

（２）指導検査の方法

■介護保険法の制度や基準の周知、解説による理解の促進
■介護報酬請求に係る過誤・不正防止の観点から適正な請求事務を指導
■指定・更新事務等の説明

集団指導

実地指導

監 査

■運営上の指導・相談（人員及び設備・運営基準等）
■適正な報酬請求のための指導

※通常、5年に1回実施

※年に1回、県内数箇所で開催

■人員、設備及び運営基準等の指定基準違反や不正請求が認められる場合、又はその疑いが
あると認められる場合に実施

２．指導監査制度



基準改定関係

4

行政処分等について

行政指導

行政処分

改善指示

改善勧告

改善命令

指定効力の一部停止

指定効力の全部停止

指定取消

基準違反に対する指示（法第24条・76条）

改善勧告に従わないとき（法第76条の２）

改善命令等の措置を行っても是正されない場
合で、介護保険給付上、引き続き指定を行う
ことが制度上看過できない場合（法第77条ほ
か）

軽

重

（１）行政指導及び行政処分の程度

＊不正な手段により指定を受けたときや悪質な不正請求等の場合は、改善勧告、
改善命令を経ずに、指定の効力の停止や指定取消処分を行うことができる。

改善指示に従わないとき（法第76条の２）

２．指導監査制度



基準改定関係

5

行政処分等について

処分内容 効力の制限 具体例

指定効力の
一部停止

介護保険サービスの提供や報酬

請求の効力を、一定期間、一部
停止すること

これまで利用している者に対する介
護保険サービス提供とその報酬請求
のみに限定し、新規利用者の受け入
れを一定期間不可とすること

指定効力の
全部停止

介護保険サービスの提供や報酬
請求の効力を、一定期間、全部
停止すること

従来及び新規利用者の介護サービス
の提供や報酬請求の効力を、一定期
間一切不可とすること

指定取消 全ての効力を取消すこと
全ての利用者の受入れを不可とする
こと

＜概要＞

（２）行政処分の具体的な例示

２．指導監査制度



基準改定関係

１．提出書類の簡素化について （１）変更届関係

（１）変更届の提出事由 下表の１～２０を変更した場合は、変更日から１０日以内に届出が必要
（２）年１回の緩和事項 ４．運営規程のうち、従業者の職種・員数・及び職務の内容の変更のみ、４月の配置

状況を前年度４月と比較（確認・記録）し、増減がある場合や、訪問看護で増減はないが
資格職が交代の場合は、５月末までに届出を行うこと。

【例／指定（介護予防）通所リハビリテーション】・・・サービスによって内容が異なるので確認のこと

△印：運営規程の変更内容が、人員・勤務形態に全く影響を及ぼさないものである場合は、提出書類②は不要

           変更届出書の 

添付提出書類 

 

 

変更届出書（様式第３号） 

の「(番号)変更があった事項」欄 

① ② ③ ④ ⑤ ⑤ ⑥ ⑧ ⑦ 

付
表 

勤
務
形
態
一
覧
表 

誓
約
書
及
び
役
員
等 

事
業
所
位
置
図 

定
款
・
寄
付
行
為
等 

登
記
事
項
証
明
書
等 

事
業
所
平
面
図 

管
理
者
経
歴
書 

運
営
規
程 

１ 事業所の名称 ○        ○ 

２ 事業所の所在地 ○   ○   ○  ○ 

３ 法人の名称及び主たる事務所の所在地     ○ ○    

４ 法人の代表者の職氏名、生年月日及び住所   ○   ○    

５ 定款・寄付行為及びその登記事項証明書・条例等（当該事業に関するも
のに限る。） 

    ○ ○    

６ 事業所の建物の構造、専用区画等 ○      ○   

８ 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所 ○ ○ ○     ○  

10 運営規程 ○ △       ○ 

18 法人の役員の氏名、生年月日及び住所   ○       

20 その他（電話・ＦＡＸ番号）（訪問看護における資格職の交代） ○ ○        
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基準改定関係

１．提出書類の簡素化について （１）変更届関係
 

提出書類 留意事項 

○ 変更届出書（様式第３号）  

① 付表 病院・診療所の場合は付表７を提出ください 

老健等の場合は該当する付表を提出ください 

② 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

（参考様式１） 

※資格が必要な職員について、既提出分の一覧

と異なる場合は、「資格証の写し」を添付のこと 

③ 誓約書及び役員等名簿（参考様式９－２） ・役員等名簿は管理者についても記載すること 

④ 事業所位置図  

⑤ 定款・寄付行為等  

⑤ 登記事項証明書等  

⑥ 事業所平面図（参考様式３） （指定申請と同様） 

⑧ 管理者経歴書（参考様式２） （指定申請と同様） 

⑦ 運営規程 ・新旧の変更箇所を明示したもの 

※法人の名称、事業所の名称・所在地の変更など

により運営規程の変更が必要になる場合もある 

◎通リハ・予防通リハ以外は手引を参照（通所・訪問介護は、③の参考様式は９－１ 等）

◎前ページの項目３または４を変更した場合は、法人単位で「業務管理体制に係る届出書
（届出事項の変更）」の提出が必要

7



基準改定関係

１．提出書類の簡素化について （２）指定申請・指定更新申請関係

例／通リハ・予防通リハビリテーション指定用 （他のサービスは手引を参照のこと）
なお更新時の提出書類は、下記の指定用のうち１、２、４、９等（各手引きを参照のこと）

提出書類 留意事項（添付書類等） 

１ 指定(許可)申請書（様式第１号） 

２ 付表３－１  

付表３－２ ・サテライトがある場合のみ 

３ 申請者(開設者)の定款、寄付行為等及

びその登記事項証明書又は条例等 

・介護保険に関する事業を実施する旨の記載のある定款・寄付行為等及び登記

事項証明書（条例にあっては、公報の写し） 

※既存の定款等で、指定申請する事業が実施できるかどうか、事前に法人所轄

庁に確認すること 

４ 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表

（参考様式１） 

○資格証の写し（資格要件の定めのある者全員） ○職員の採用が分かる書類（雇

用契約書等の写し）  ○雇用保険被保険者証の写し 

○組織図（法人の中での当該事業所の位置づけが分かるもの） 

５ 管理者経歴書（参考様式２） ・指定予定日現在で当該職務に従事していることが分かるよう記載すること 

５ 事業所平面図（参考様式３） ○事業所の外観及び内部（設備基準で義務づけられた設備・備品等）が分かる

写真 

６ 運営規程 ・居宅サービスと介護予防サービスのそれぞれのサービスを記載 

７ 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要（参考様式６） 

９ 当該申請に係る資産の状況 ＜次の書類を提出すること＞ 

○資産の目録（貸借対照表等） ○当該年度の事業計画書 ○当該年度の収支予算書 

○損害賠償発生時に対応が可能であることが分かる書類（損害保険証書の写し等） 

８ 事業所位置図 

９ 誓約書及び役員等名簿（参考様式９－

２） 

・役員等名簿は管理者についても記載すること 
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基準改定関係

２．重要事項説明書への第三者評価の実施情報の記載について

国留意事項の改正（ 「高齢者福祉サービス事業所等における第三者評価の実施に係る留
意事項について」（平成30年3月26日付け厚生労働省社会・援護局長、老健局長） を受け、
島根県では、居宅介護サービス事業等の手引き（各サービス編）の説明を改定（朱書部分）

運営基準（内容及び手続の説明及び同意）
◎サービス提供の開始に際しては、利用申込者又は家族に対し、サービスの選択に資

すると認められる重要事項を記載した文書（重要事項説明書）を交付して十分説明を
行い、サービス提供の開始について利用申込者の同意を得ること。

〔重要事項説明書に記載すべき事項〕
①運営規程の概要
②従業者の勤務体制
③事故発生時の対応
④苦情処理の体制
⑤提供するサービスの第三者評価の実施状況（実施の有無ほか）
⑥その他（秘密保持、衛生管理、緊急時の対応など）

※ 分かりやすい説明書やパンフレット等を交付して、懇切丁寧に説明を行うこと
※ 利用者及び事業者双方の保護の立場から、書面による同意を得ることが望ましい
※ 「訪問入浴」「訪問看護」「訪問リハビリ」「居宅療養管理指導」「通所リハビリ」「短期

入所療養介護」「福祉用具貸与」 「特定福祉用具販売」が 明示されていないが、こ
れらのサービスも解釈通知中で記載が義務付けられていることに留意のこと
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報酬改定関係

１．基本報酬の上乗せ （１）訪問介護、（介護予防）訪問入浴介護

イ 身体介護 (１)２０分未満     １６６(165)単位 

(２)２０分以上３０分未満 ２４９(248)単位 

(３)３０分以上１時間未満 ３９５(394)単位 

(４)１時間以上 ５７７(575)単位に３０分を増すごとに＋８３単位 

ロ 生活援助 (１)２０分以上４５分未満 １８２(181)単位 

(２)４５分以上 ２２４(223)単位 

 

注) かっこ内は2018年4月～2019年9月単価

イ 訪問入浴介護費（看護職員を含む３名） １,２５６(1,250)単位/回 

イ 介護予防訪問入浴介護費（看護職員を含む２名） ８４９(845)単位/回 

 

【訪問介護】

【訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護】
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報酬改定関係

１．基本報酬の上乗せ （２）訪問看護

イ 指定訪問看護ステーションの

場合 

２０分未満            ３１２(311)単位 

【算定要件：２０分以上の保健師又は看護師による週１回以上の訪問看

護計画、緊急時訪問看護加算の届出】 

３０分未満 ４６９(467)単位 

３０分以上１時間未満 ８１９(816)単位 

１時間以上１時間３０分未満 １,１２２(1,118)単位 

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の場

合【週６回を限度】 

２９７(296)単位/回 

（１日に２回を超えて実施する場合は90/100） 

ロ 病院又は診療所の場合 ２０分未満            ２６４(263)単位 

【イの２０分未満と同じ算定要件あり】 

３０分未満 ３９７(396)単位 

３０分以上１時間未満 ５７１(569)単位 

１時間以上１時間３０分未満 ８３９(836)単位 

 

注) かっこ内は2018年4月～2019年9月単価

ハ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携する場合 ２，９４５(2,935)単位/月 
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報酬改定関係

１．基本報酬の上乗せ （２）介護予防訪問看護

注) かっこ内は2018年4月～2019年9月単価

イ 指定訪問看護ステーションの

場合 

２０分未満            ３０１(300)単位 

【算定要件：２０分以上の保健師又は看護師による週１回以上の介護予

防訪問看護計画、緊急時訪問看護加算の届出】 

３０分未満 ４４９(448)単位 

３０分以上１時間未満 ７９０(787)単位 

１時間以上１時間３０分未満 １,０８４(1,080)単位 

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の場

合【週６回を限度】 

２８７(286)単位/回 

（１日に２回を超えて実施する場合は90/100） 

ロ 病院又は診療所の場合 ２０分未満            ２５４(253)単位 

【イの２０分未満と同じ算定要件あり】 

３０分未満 ３８０(379)単位 

３０分以上１時間未満 ５５０(548)単位 

１時間以上１時間３０分未満 ８１０(807)単位 
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報酬改定関係

１．基本報酬の上乗せ （３）（介護予防）訪問リハ

イ 病院又は診療所の場合 ２９２(290)単位/回 

介護老人保健施設の場合 ２９２(290)単位/回 

 

【訪問リハビリテーション費・介護予防訪問リハビリテーション費】 

注) かっこ内は2018年4月～2019年9月単価
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報酬改定関係

１．基本報酬の上乗せ （４）通所介護 ①通常規模型

 

 

３時間 

以上 

４時間 

未満 

４時間 

以上 

５時間 

未満 

５時間 

以上 

６時間 

未満 

６時間 

以上 

７時間 

未満 

７時間 

以上 

８時間 

未満 

８時間 

以上 

９時間 

未満 

イ 通常規模

型通所介

護費 

 

前年度の

１月当た

りの 

平均利用

延人員が 

７５０人

以内 

 

要介護１ 

 

要介護２ 

 

要介護３ 

 

要介護４ 

 

要介護５ 

単位 

３６４ 

(３６２) 

４１７ 

(４１５) 

４７２ 

(４７０) 

５２５ 

(５２２) 

５７９ 

(５７６) 

  

単位 

３８２ 

(３８０) 

４３８ 

(４３６) 

４９５ 

(４９３) 

５５１ 

(５４８) 

６０８ 

(６０５) 

単位 

５６１ 

(５５８) 

６６３ 

(６６０) 

７６５ 

(７６１) 

８６７ 

(８６３) 

９６９ 

(９６４) 

単位 

５７５ 

(５７２) 

６７９ 

(６７６) 

７８４ 

(７８０) 

８８８ 

(８８４) 

９９３ 

(９８８) 

単位 

６４８

(６４５) 

７６５

(７６１) 

８８７

(８８３) 

１，００８ 

(１,００３) 

１，１３０ 

(１,１２４) 

単位 

６５９

(６５６) 

７７９

(７７５) 

９０２

(８９８) 

１，０２６ 

(１,０２１) 

１，１５０ 

(１,１４４) 

 

注) かっこ内は2018年4月～2019年9月単価

14



報酬改定関係

１．基本報酬の上乗せ （４）通所介護 ②大規模型（Ⅰ）

  

 

３時間

以上 

４時間

未満 

４時間

以上 

５時間

未満 

５時間

以上 

６時間

未満 

６時間

以上 

７時間

未満 

７時間以上 

８時間未満 

８時間以上 

９時間未満 

ロ 大規模型

通所介護

費(Ⅰ) 

 

同 

７５０人 

超 

９００人 

以内 

要介護１ 

 

要介護２ 

 

要介護３ 

 

要介護４ 

 

要介護５ 

３５２ 

(３５０) 

４０３ 

(４０１) 

４５５ 

(４５３) 

５０６ 

(５０４) 

５５９ 

(５５６) 

  

３７０ 

(３６８) 

４２４ 

(４２２) 

４７９ 

(４７７) 

５３３ 

(５３０) 

５８８ 

(５８５) 

５３６ 

(５３３) 

６３４ 

(６３１) 

７３２ 

(７２８) 

８２８ 

(８２４) 

９２６ 

(９２１) 

５５５ 

(５５２) 

６５７ 

(６５４) 

７５８ 

(７５４) 

８５８ 

(８５４) 

９５９ 

(９５４) 

６２０

(６１７) 

７３３

(７２９) 

８４８

(８４４) 

９６５

(９６０) 

１，０８１ 

(１,０７６) 

６３７

(６３４) 

７５３

(７４９) 

８７２

(８６８) 

９９２

(９８７) 

１，１１１ 

(１,１０６) 

注) かっこ内は2018年4月～2019年9月単価
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報酬改定関係

１．基本報酬の上乗せ （４）通所介護 ③大規模型（Ⅱ）

 

 

３時間

以上 

４時間

未満 

４時間

以上 

５時間

未満 

５時間

以上 

６時間

未満 

６時間

以上 

７時間

未満 

７時間以上 

８時間未満 

８時間以上 

９時間未満 

ハ 大規模型

通所介護

費(Ⅱ) 

 

同 

９００人 

超 

要介護１ 

 

要介護２ 

 

要介護３ 

 

要介護４ 

 

要介護５ 

３４０ 

(３３８) 

３８９ 

(３８７) 

４４０ 

(４３８) 

４８８ 

(４８６) 

５４０ 

(５３７)  

３５６ 

(３５４) 

４０８ 

(４０６) 

４６１ 

(４５９) 

５１３ 

(５１０) 

５６６ 

(５６３) 

５１７ 

(５１４) 

６１１ 

(６０８) 

７０５ 

(７０２) 

８００ 

(７９６) 

８９４ 

(８９０) 

５３５ 

(５３２) 

６３２ 

(６２９) 

７２９ 

(７２５) 

８２７ 

(８２３) 

９２５ 

(９２０) 

５９８

(５９５) 

７０６

(７０３) 

８１８

(８１４) 

９３１

(９２６) 

１，０４３ 

(１,０３８) 

６１４

(６１１) 

７２６

(７２２) 

８３９

(８３５) 

９５５

(９５０) 

１，０７０ 

(１,０６５) 

 

注) かっこ内は2018年4月～2019年9月単価
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報酬改定関係

１．基本報酬の上乗せ （５）通所リハその１

                      (1)1時間以上 

2時間未満 

(2)2時間以上 

3時間未満 

(3)3時間以上 

4時間未満 

(4)4時間以上 

5時間未満 

イ 通常規模

事業所  

の場合 

要介護１ ３３１ (３２９) ３４５ (３４３) ４４６ (４４４) ５１１ (５０８) 

要介護２ ３６０ (３５８) ４００ (３９８) ５２３ (５２０) ５９８ (５９５) 

要介護３ ３９０ (３８８) ４５７ (４５５) ５９９ (５９６) ６８４ (６８１) 

要介護４ ４１９ (４１７) ５１３ (５１０) ６９７ (６９３) ７９５ (７９１) 

要介護５ ４５０ (４４８) ５６９ (５６６) ７９３ (７８９) ９０５ (９００) 

ロ 大規模 

事業所(Ⅰ)         

の場合 

要介護１ ３２５ (３２３) ３３９ (３３７) ４３９ (４３７) ５０１ (４９８) 

要介護２ ３５６ (３５４) ３９４ (３９２) ５１５ (５１２) ５８６ (５８３) 

要介護３ ３８４ (３８２) ４５０ (４４８) ５９０ (５８７) ６７０ (６６７) 

要介護４ ４１３ (４１１) ５０５ (５０２) ６８５ (６８２) ７７８ (７７４) 

要介護５ ４４３ (４４１) ５６１ (５５８) ７８１ (７７７) ８８７ (８８２) 

ハ 大規模 

事業所(Ⅱ) 

の場合 

要介護１ ３１８ (３１６) ３３２ (３３０) ４２８ (４２６) ４８２ (４８０) 

要介護２ ３４８ (３４６) ３８６ (３８４) ５０３ (５００) ５６６ (５６３) 

要介護３ ３７５ (３７３) ４３９ (４３７) ５７６ (５７３) ６４８ (６４５) 

要介護４ ４０４ (４０２) ４９３ (４９１) ６６９ (６６６) ７５３ (７４９) 

要介護５ ４３２ (４３０) ５４７ (５４４) ７６３ (７５９) ８５７ (８５３) 

 

注) かっこ内は2018年4月～2019年9月単価

17



報酬改定関係

１．基本報酬の上乗せ （５）通所リハその２、介護予防通リハ

                      (5)5時間以上    

6時間未満 

(6)6時間以上   

7時間未満 

(7)7時間以上   

8時間未満 

イ 通常規模

事業所   

の場合 

要介護１ ５７９   (５７６) ６７０   (６６７) ７１６   (７１２) 

要介護２ ６９２   (６８８) ８０１   (７９７) ８５３   (８４９) 

要介護３ ８０３   (７９９) ９２９   (９２４) ９９３   (９８８) 

要介護４ ９３５   (９３０) １,０８１(１,０７６) １,１５７(１,１５１) 

要介護５ １,０６５(１,０６０) １,２３１(１,２２５) １,３１７(１,３１０) 

ロ 大規模 

事業所(Ⅰ) 

の場合 

要介護１ ５５９   (５５６) ６５３   (６５０) ６９２   (６８８) 

要介護２ ６６８   (６６５) ７８１   (７７７) ８２４   (８２０) 

要介護３ ７７６   (７７２) ９０７   (９０２) ９６０   (９５５) 

要介護４ ９０４   (８９９) １,０５４(１,０４９) １,１１７(１,１１１) 

要介護５ １,０２９(１,０２４) １,２０１(１,１９５) １,２７３(１,２６７) 

ハ 大規模 

事業所(Ⅱ) 

の場合 

要介護１ ５４０   (５３７) ６２９   (６２６) ６６７   (６６４) 

要介護２ ６４６   (６４３) ７５４   (７５０) ７９７   (７９３) 

要介護３ ７５０   (７４６) ８７４   (８７０) ９２７   (９２２) 

要介護４ ８７４   (８７０) １,０１９(１,０１４) １,０８０(１,０７５) 

要介護５ ９９６   (９９１) １,１６１(１,１５５) １,２３１(１,２２５) 

 

イ 介護予防通所リハビリテーション費 

 

要支援１ １,７２１単位/月 (１,７１２) 

要支援２ ３,６３４単位/月  (３,６１５) 
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サービス区分
特定処遇改善加算 現行の処遇改善加算

新加算Ⅰ 新加算Ⅱ 加算Ⅰ 加算Ⅱ 加算Ⅲ 加算Ⅳ 加算Ⅴ

・訪問介護
・夜間対応型訪問介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

６．３％ ４．２％ １３．７％ １０．０％ ５．５％

加算（Ⅲ）に
より算出した
単位
×０．９

加算（Ⅲ）によ
り算出した単

位
×０．８

・（介護予防）訪問入浴介護 ２．１％ １．５％ ５．８％ ４．２％ ２．３％

・通所介護
・地域密着型通所介護

１．２％ １．０％ ５．９％ ４．３％ ２．３％

・（介護予防）通所リハビリテーション ２．０％ １．７％ ４．７％ ３．４％ １．９％

・（介護予防）特定施設入居者生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護

１．８％ １．２％ ８．２％ ６．０％ ３．３％

・（介護予防）認知症対応型通所介護 ３．１％ ２．４％ １０．４％ ７．６％ ４．２％

・（介護予防）小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護

１．５％ １．２％ １０．２％ ７．４％ ４．１％

・（介護予防）認知症対応型共同生活介護 ３．１％ ２．３％ １１．１％ ８．１％ ４．５％

・介護老人福祉施設
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介
護
・（介護予防）短期入所生活介護

２．７％ ２．３％ ８．３％ ６．０％ ３．３％

・介護老人保健施設
・（介護予防）短期入所療養介護（老健）

２．１％ １．７％ ３．９％ ２．９％ １．６％

・介護療養型医療施設
・（介護予防）短期入所療養介護（病院等）

１．５％ １．１％ ２．６％ １．９％ １．０％

・介護医療院
・（介護予防）短期入所療養介護（医療院）

１．５％ １．１％ ２．６％ １．９％ １．０％

サービス区分 加算率
（介護予防）訪問看護 、（介護予防）訪問リハビリテーション、（介護予防）福祉用具貸与、
特定（介護予防）福祉用具販売、（介護予防）居宅療養管理指導、居宅介護支援、介護予防支援

０％

２．加算算定非対象サービス

１．加算算定対象サービス ＊１段階×0.95としたサービス区分

＊

＊

＊

＊

＊

報酬改定関係

２．新加算（特定処遇改善加算）
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その他

１．３月時点の規模確認・加算要件の確認

・指定通所介護、指定通所リハビリテーションについては、それぞれ介護費の単位数（基
本部分）については、原則として、前年度（３月を除く）の１月当たりの平均利用延人数
に応じた事業所規模区分に応じて算定されます。

・それぞれのサービスの手引きを参考に、事業所規模の確認を行い、規模の変更が必要な
場合には、届出を行ってください。

・また、中重度者ケア体制加算、サービス提供体制強化加算の従事者、認知症加算の対象
者の要件（通所介護のみ）、平成31年度から算定しようとするＡＤＬ維持等加算の要件
（申出を行っている事業所のみ）、社会参加支援加算（通所リハビリのみ）の要件も確認
が必要です。（３か月の平均による算定の場合を除く）

これらの加算を算定する場合にも、届出を行ってください。
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その他

２．関係法令等の情報収集について

介護保険関係の各種規程については、厚生労働省ＨＰに掲載される法規・通知等のほか、
・ＷＡМネット
・島根県ＨＰ（居宅介護サービス等の手引き、施設サービスの手引き）
・各保険者ＨＰ
・介護報酬の解釈 ／社会保険研究所
「１．単位数表編（青本）」「２．指定基準編（赤本）」「３．ＱＡ・法令編（緑本）」

等を参照し、日頃から適切な事業運営を行ってください。
これらの記載内容を確認しても不明な点がある場合は、下記あてファクシミリによりご質問
ください。

【提出先】
県指定関係・・・ 〔東部〕島根県高齢者福祉課

〔西部〕島根県地域福祉課石見スタッフ
松江市指定関係（中核市指定分・地域密着分）提出先・・・松江市介護保険課
各保険者指定関係・・・各保険者介護保険・高齢者福祉担当課
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その他

２．関係法令等の情報収集について （参考：法令等の階層・詳細）

法律＞政令＞省令＞告示＞通知＞事務連絡、Ｑ＆Ａ ※「介護保険最新情報」（厚労省ＨＰ）での周知あり

22

内容等
居宅

サービス
居宅介護支援

介護予防
サービス

居宅介護
予防支援

地域密着型
サービス

地域密着型
予防

老福施設 老保施設
（旧）

療養型施設
介護

医療院

法律

政令

「基準省令」

（人員・設備・運営基準等）

④
H11年省令
第37号

⑤
H11年省令
第38号

⑥
H18年省令
第35号

⑦
H18年省令
第37号

⑧
H18年省令
第34号

⑨
H18年省令
第36号

⑩
H11年省令
第39号

⑪
H11年省令
第40号

⑫H11年省
令

第41号（Ｈ
24年廃止、Ｈ
35年度迄有

効）

⑬
H30年省令
第5号

告示
「報酬告示」

（費用額算定基準）

⑭
H12告示
第19号

⑮
H12告示
第20号

⑯
H18告示
第127号

⑰
H18告示
第129号

⑱
H18告示
第126号

⑲
H18告示
第128号

「（基準）解釈通知」

基準省令に関する通知
（人員・設備・運営基準）

❶
平成11年
老企25号

❷
平成11年
老企22号

❸
平成11年
老企25号

❹
平成18年
老振発第
0331003号・
老老発第
0331018号

❻
平成12年
老企業43

号

❼
平成12年
老企業44

号

❽
平成12年
老企業45

号

❾
平成30年
老老発第
0322第1号

⓫
平成12年老
企第40号（短
期入所生活・
療養介護、
特定施設入
居者生活介

護）

－

⓯
平成12年老企第40号

（介護福祉施設サービス、
介護保険施設サービス、
介護療養施設サービス、
介護医療院サービス）

「留意事項通知」

報酬告示に関する通知
（費用額算定基準）

❺
平成18年
老計発・
老振発第
0331004号・
老老発第
0331017号

⓮
平成18年
老計発・
老振発第
0331005号・
老老発第
0331018号

通知

❿平成12年老企第36号

⓬
平成12年
老計発・老
振発・老老
発第

0317001号

⓭
平成18年
老計発・老
振発・老老
発第

0317001号

①介護保険法（平成9年法第123号）

②介護保険法施行令（平成10年政令第412号）

③介護保険法施行規則（平成11年省令第36号）

省令

⑳
H12告示第21号



その他

23

法律 ① 介護保険法（平成9年法第123号）

政令 ② 介護保険法施行令（平成10年政令第412号）

③ 介護保険法施行規則（平成11年厚生労働省令第46号）

特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第46号）

要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令（平成11年省令第58号）

⑧ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成18年厚生労働省令第34号）

⑥
指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防の
ための効果的な支援の方法に関する基準（平成18年厚生労働省令第35号）

⑨
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービス
に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成18年厚生労働省令第36号）

④ 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第37号）

⑦
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な
支援の方法に関する基準（平成18年厚生労働省令第37号）

⑤ 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第38号）

⑩ 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第39号）

⑪ 指定介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成11年厚生省令第40号）

⑫ 指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第41号）

⑬ 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成30年厚労省令第5号）

厚生労働大臣が定める基準（平成24年告示第96号）

厚生労働大臣が定める施設基準（平成24年告示第97号）

⑭ 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成12年厚生労働省告示第19号）

⑮ 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準（平成12年厚生労働省告示第20号）

⑳ 指定施設サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成12年厚生労働省告示第21号）

⑱ 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成18年厚生労働省告示第126号）

⑯ 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成18年厚生労働省告示第127号）

⑲
指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成18年厚生労働省告示第
128号）

⑰ 指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準（平成18年厚生労働省告示第129号）

省令
（サービスの提供に

関する省令）

告示

告示
（サービス費の算定

に関する告示）

介
護
保
険
法
関
係

関係法令等の詳細（その１）
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関係法令等の詳細（その２）
❷ 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について（平成11年老企第22号）

❶ 指定居宅サービス等の事業の人員及び運営に関する基準について（平成11年老企第25号）

指定居宅サービス等基準について（平成12年老企第25号）

介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について（平成11年老企第29号）

❾
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス及び居宅療養管理指導に係る
部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う事実上の留意事項につい
て（平成12年老企第36号）

指定居宅サービス事業者等による介護給付費の割引の取扱いについて（平成12年老企第39号）

❿
指定居宅サービスに要する額の算定に関する基準（短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る
部分）及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う事実上の留意事項につ
いて（平成12年老企第40号）

❺❻
❼❽

平成12年老企第43号・平成12年老企第44号・平成12年老企第45号・平成30年老老発第0322第1号

通所介護等における日常生活費に要する費用の取り扱いについて（平成12年老企第54号）

❸❹
⓫⓬

平成18年老振発第0331003号・老老発第0331018号、平成18年老計発・老振発・第0331004号・老老発第
0331017号、平成18年老計発・老振発・老老発第0317001号、平成18年老計発・老振発第0331005号・老老
発第0331018号

介護予防支援業務に係る関連様式の提示について（平成18年老振発第0331009号）

生活保護法（昭和25年5月4日法律第144号、改正平成23年12月14日法律第122号）

生活保護法施施行令（昭和25年5月20日政令第148号、改正平成18年11月22日政令第361号）

生活保護法施行規則（昭和25年5月20日厚生省令第21号、改正平成24年1月30日厚生労働省令第10号）

「「境界層該当者の取り扱いについて」の一部改正について」（平成12年社援保第75号）

介護扶助と障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付との適用
関係等について（平成19年社援保発第0329004号）

老人福祉法（昭和38年法律第133号）

老人福祉法施行令（昭和38年政令第247号）

老人福祉法施行規則（昭和38年省令第28号）

生活保護法関係

障害者総合支援法関係

老人福祉保関係

解釈通知
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（１） 平成30 年度介護報酬改定に関するQ＆A（Vol.８）（平成31 年２月５日）
／厚生労働省老健局老人保健課

【訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション】
○ 事業所の医師が診察せずにリハビリテーションを提供した場合の減算

（答）
含まれる。なお、応用研修のすべての単位を取得している必要はなく、事業所の医師に情報提供を行う日

が属する月から前36 月の間に合計６単位以上（応用研修のうち、「応用研修第１期」の項目である「フレイル
予防・高齢者総合的機能評価（CGA）・老年症候群」「栄養管理」「リハビリテーション」「摂食嚥下障害」及び
「応用研修第２期」の項目である「かかりつけ医に必要な生活期リハビリテーションの実際」「在宅リハビリ
テーション症例」「リハビリテーションと栄養管理・摂食嚥下障害」のうち、いずれか１単位以上を含むこと。）を
取得又は取得を予定していればよい。また、別の医療機関の医師が訪問リハビリテーション事業所等の医師
に情報提供をする際に下記を参考とした記載をすることが望ましい。

「平成33 年３月31 日までに適切な研修の修了等または受講を予定している。」
※ 平成30 年Q＆A（Vol.１）（平成30 年３月23 日）問60 は削除する。

問１
別の医療機関の医師から計画的な医学的管理を受けている利用者に対し、指定訪問リハビリテーション

事業所等の医師が、自らは診療を行わず、当該別の医療機関の医師から情報提供を受けてリハビリテー
ションを計画、指示してリハビリテーションを実施した場合、当該別の医療機関の医師が適切な研修の修了
等をしていれば、基本報酬から20 単位を減じた上で訪問リハビリテーション料等を算定できることとされて
いる。この「適切な研修の修了等」に、日本医師会の「日医かかりつけ医機能研修制度」の応用研修の単位
を取得した場合は含まれるか。
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【前ページの補足】以下のとおり補足しますので、取り扱いの参考にしてください（県ＨＰ掲載）

①従来の取得時期＝情報提供前36月に修了済のもの

▼36月前 Ｈ31.3▽ 　▼情報提供月

・・・2016年度

応用研修第１期（～2018年度までに開催済み）

▽Ｈ31.4 ▽Ｈ32.4 ▽Ｈ33.4

応用研修第２期（2019年度～2021年度に開催予定）

　▲情報提供月

②新たに要件拡大された受講予定年度＝第２期の各年度

（このうち取得予定日（年度末日等）を特定させること）

（１）必須科目を追加（第２期開講に対応）
　　　応用研修を合計６単位以上取得し、うち指定項目（第１期４項目）のいずれか１単位を含むこととされていたが、この
　　指定項目に、新たに第２期（平成31年度～平成33年度）の３項目を追加した。

（２）取得済および取得予定の単位合算
　　　「修了等」要件に、従来の「①情報提供日の属する月から前３６月の間に取得済」に加え、「②取得予定」を追加した。
　　※例えば、H30年度末までに①第１期応用６単位を未取得の場合、研修要件免除の経過措置が切れるH31年4月以降に算定
　　するため、「②第２期応用６単位（うち１単位以上は指定項目）の取得予定日」が明記された情報提供を受け、事業所で
　　リハ計画書を作成する必要あり

（３）取得予定の記載
　　　研修要件の確認方法として、情報提供の際、研修修了（取得予定）時期の記載が望ましい。
　　※情報提供書に情報提供医師が受講予定等を記載すれば、修了証写しの添付等による要件確認は省略しても可

2019年度 2020年度 2021年度

2018年度2017年度

　平成３０年度より、訪リハ事業所の医師がリハビリ計画の作成に係る診療を行わなかった場合に、例外として基本
報酬が算定（20単位を減算の上）できる３つの要件が定められ、このうち情報提供する医師に関してはQ＆A（vol.
１）問60で示されている。
　今回、事業所医師に情報提供を行う「別の医療機関の医師の適切な研修の修了」要件が変更された。
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（２） 平成３０年度介護報酬改定に関するQ＆A（Vol.９）（平成３１年３月１５日）
／厚生労働省老健局老人保健課

①【訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション、
通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション】

○ 新たに事業所の指定を受ける場合の指定の遡及の取扱いについて

（答）
医療保険から介護保険への円滑な移行を促進する観点から質問のような保険医療機関が介護保険の指

定を受けようとする場合、介護保険担当部局においては2019 年９月30 日までの間、2019 年４月１日までに
指定があったものとみなして差し支えない。介護給付費の算定に係る体制等に関する届出等についても2019 
年4 月時点で算定要件を満たしていれば、同様の取扱いをして差し支えない。

なお、サービスを提供した際の保険給付を受ける時効については２年間となっているところ、上記取扱いに
より指定を遡及した場合のリハビリテーションの提供に係る報酬についても、サービス提供から２年間は請求
可能である。

問１
維持期・生活期の疾患別リハビリテーション料を2019 年３月までの間において算定していた保険医療機

関が、平成31 年４月１日以降に新たに訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション、通所リ
ハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーション（以下「介護保険におけるリハビリテーション」とい
う。）事業所の指定を受けようとする場合に2019 年４月１日に遡及し、指定があったものとみなすことは可
能か。また介護給付費の算定に係る体制等に関する届出についても同様に、2019 年４月１日に遡及し、届
出があったものとみなすことは可能か。
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②【通所リハビリテーション】

○ 所要時間の取扱いについて

（答）
医療保険から介護保険への円滑な移行を促進する観点から、維持期・生活期の疾患別リハビリテーション

料を算定していた患者が1 時間以上2 時間未満の指定通所リハビリテーションの利用を開始した場合、実際
の通所リハビリテーションの提供時間が1 時間より短くなった場合であっても、2019 年９月30 日までの間、1 
時間以上2 時間未満の場合における単位数を算定することとして差し支えない。

問２
維持期・生活期の疾患別リハビリテーション料を2019 年3 月までの間において算定していた保険医療機

関が、平成31 年４月１日以降に新たに通所リハビリテーション事業所の指定を受け、リハビリテーションを
提供しようとする場合に、実際の提供時間が1 時間以上2 時間未満を満たさない場合であっても当該単位
数を算定することは可能か。


